
相談窓口整備の「たたき台」への意見 ２０１０．１２．１６ 圓山茂夫

１．消費生活相談の性質ごとに、場合を分けて、適切な窓口体制を考えるべきである

十把ひとからげに捉えると「すべての相談業務を市町村へ丸投げ」の単純思考に陥る

消 生活相談 例・多重債務者を法律専門家につなぐとともに、 ⇨市町村が対

費 役所の各課と連携して生活再建の支援をする 応するのが

生 ⇨ 例・生活困窮の相談を受けて、福祉部門・保健部 適当（生活

活 門・労働部門（職業訓練・紹介等）などをコー 支援関係各

相 ディネートしつつ、個人を支援する 課の庁内連

談 例・契約前の簡易な問い合わせ相談 携を重視）

様 消費相談 ①取引被害・欠陥商品など被害救済が必要な相談 ⇨専門的知見

々 ②事業者の営業活動に法律違反がある相談 とマンパワ

な ⇨ ③商品・役務の品質や表示の改善が必要な相談 ーを持つセ

性 ④県外・海外の遠隔事業者に対する苦情相談 ンターが深

質 （これらは「消費者の権利の実現」を助ける相談） く濃く対応

２．上記の事務ごとに、適切な自治体が担当できるように考え方を整理する （第３回６／１５資料⑤）

⑴ 生活相談は、すべての市町村が担当し、市町村に「生活相談窓口」を設置する

※政令指定都市は、福祉・保健機能が集まる区役所内に「生活相談窓口」を設置する

⑵ 消費相談の窓口は県内を、県担当区域と市担当区域に分けて「消費者センター」を設置

※地域分けにより県と市の二重行政を廃止し、県と市町村の行政責任を明確化する

※小規模な市の一人体制の窓口は、生活相談を主とし、消費相談は県が引受ける

生活相談 ⇨ 市町村が担当 （政令市は、福祉・保健機能が集まる区役所ごとに窓口を設置）
の窓口
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区域わけ 政令指定都市・中核市は市立 中規模の市は原則県が担 概ね１０万人未満の市
と同様に 消費者センターを設置 当。市は希望すれば設置 町村は県が担当

市立消費者センターは市役 県の地域振興局ごとに県立消費者センターを設
所の規制行政部門と連携 置し商工・農林・保健等の規制行政部門と連携

国ブロック機関、都道府県庁の規制行政部門と連携

３．事務局たたき台の広域連合案について

⑴ 「広域連携」と「広域連合」は異なる。広域連合案は別の自治体の設立であり、首長・議会

を新設、常勤職員は出向、非常勤職員は一旦解雇し新採用。自治体の足並み揃うとは思えない

⑵ 消費者行政部局は県庁・市役所から分離され、重要性の認識が希薄化し実施業務のみに特化

⑶ 県庁・市役所・役場の行政責任と、広域連合の行政責任は押し付けあい（責任の不明確化）

⑷ 県・市町村が受取った地方交付税を、広域連合にそのまま拠出するわけはなく、財源先細り

⑸ 総務省の地方行政改革の指針（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｍｕ．ｇｏ．ｊｐ／ｋｏｕｉｋｉ／ｋｏｕｉｋｉ４．ｈｔｍｌ）に乗った霞が

関思考によるプラン。このたたき台は「国は恒久的財政措置を断念し、消費者行政の外部化を

推進」のメッセージ。恒久的支援を求める自治体を失望させ、更なる削減を助長する

⇨ 国の財政措置の議論（次頁）をせずに、窓口のみの議論をしても無意味。セットで行うべき
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地方消費者行政に対する国の財政措置・事務配分の制度改正の案

地方消費者行政の疲弊の原因は、自主財源の減少の中で、①国が負担すべき経費を負担しなかっ
たこと、②国が行うべき事務を自治体に転嫁してきたためと考えられる。今後、国がなすべきこと
は、事務の性質ごとに、①国の財政措置、②自治体の過重事務の軽減を目的に、下記の枠組みへ制
度改正を行う。国の「ただ乗り」を排除、自治体事務の「選択と集中」によって充実させる。

１ 消費相談（助言・あっせん・苦情処理委員会）に要する経費の財政措置 （第７回１０／２２資料④）

過去 自治体負担 財源内訳 域内の問合せ相談が主

相談件数が増加。越境的苦情相談
現在 自治体負担 が主となるが、負担は片務的

消費者と事業者の所在地が域内
今後 市 市費 県費 国費 に収まる相談はその自治体が負

担。市をまたがる相談は県が、
県をまたがる相談は国が負担。

県 県費 国費 国費は人件費に充て、人員増員
待遇改善、丁寧な相談を行う

２ 情報一元化（消費者事故等の報告＝ＰＩＯ－ＮＥＴ）の入力人件費の財政措置 （第５回８／３０資料⑦）

過去 自治体（カード記入） 国費（キーパンチ）

消費者安全法で入力を義務付け
現在 自治体負担 入力項目は大幅に増加

相談員の時間を奪う「ヤミ業務」

今後 国費 入力人件費は国費で負担し、必要
な人員を増員しつつ精度を向上

３ 情報一元化（重大消費者事故の報告）の事務の地方負担の軽減 （第５回８／３０資料⑦）
（事故情報通知制度等に関する意見交換会 ８／２議事録も参照）

過去 事務なし
消費者安全法で通知を義務付け。
自治体に調査・確認・判断を投げ

現在 自治体が調査、確認して通知 国が分析 る仕組みのため件数が集らない

通知を連絡に改正。国の駐在調査
今後 端著を連絡 国が調査・確認・分析を行う 員（プロ）が自ら調査確認を行い、

調査精度・迅速性・件数を向上

４ 商品テストは商品の全国流通、機器・専門的人材の観点から国が担当 （第６回９／１４資料⑧）

５ 法執行（特定商取引法）の事務の地方負担の軽減 （第８回１１／３０資料⑧）

過去 県が執行 国が執行
国は県に執行を推奨。しかし、県
の執行の効果は他県に及ばず、極

平２１年度 県が執行９０件 国が執行４８件 めて非効率

複数都道府県で営業する事業者は
今後 県 国が執行 国が行政処分を行うと改正。執行

の実効性を向上、県の負担を軽減

６ 法執行（特定商取引法以外の事業者規制法）の事務移譲の歯止め （第８回１１／３０資料⑧）
商品が全国で流通し、事業者の活動も全国化していることから、いたずらな権限移譲は行わない

７ 消費者啓発・見守り活動などは、自治体一般財源で創意工夫して行う。国の啓発は独自に行う

過去 自治体負担 国の啓発補助金等
国の補助金が全廃され、大幅縮小

現在 自治体 国が委託する出前講座等

自治体は一般財源を集中し充実。
今後 自治体負担 国の啓発・注意喚起は国がやり切

り、自治体に手間をかけさせない
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